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Abstract
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This article introduces and examines Prior Informed Consent (PIC) and Pollutant Release

and Transfer Register (PRTR) as new policy instruments to control the spread of hazardous

chemicals and pesticides. PIC, developed under the auspices of UNEP and FAO, aims to con-

trol international trade in hazardous chemicals and pesticides and PRTR, drafted by the

OECD, provides a mechanism to collect and disseminate data on pollutant releases and/or

transfers within a state. Along with PIC and PRTR, on-going negotiations on a legally bind-

ing global agreement on Persistent Organic Pollutants (POPs) is also analyzed to show new

tendencies in chemical management in general and coordinated international treaty一making

activities.
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はじめに

国際公共政策研究 第4巻第2号

近年、化学物質や農薬などによる地球規模での環境汚染が大きな社会問題となっている。

先進国においては1970年代初期から使用禁止を含む規制策が取られてきたが、発展途上国で

は現在でも生態系に有害とされる農薬が使用されている。さらに、新しい化学物資の生産・

使用は一般に増加傾向にある。例えば、変圧器などの絶縁油や機械油、感圧複写紙などに使

用されるポリ塩化ビフェニール(PCB)は、日本では1968年のカネミ油症事件をきっかけに

法律で製造・輸入・使用が禁止され1)、有機塩素系農薬のDDTも1969年に高知県から始まっ

た「売らない、買わない、使わない」運動を発端として禁止された2)。しかし、その後も台湾

の油症事件(1979年)やベルギー産鶏肉、鶏卵のPCB廃油汚染問題(1999年6月)などの

PCB汚染が世界各地で報告されている。 DDTも、現在34カ国がその使用を全面禁止し、別

の34カ国が使用を厳格に制限しているにもかかわらず、世界の至るところでDDTの残留物

質が発見されている。化学物質による環境汚染は、地域紛争や偶発的な事故によっても起こ

り得るc 1999年4月に北大西洋条約機構(NATO)軍の空爆を受けたユーゴスラビア中部の

工業都市パンチョボでは、石油コンビナートや肥料工場の破壊により塩化ビニール化合物な

どが大量に大気に放出され、深刻な環境被害をもたらした。胎児への深刻な影響を懸念した

パンチョボ市衛生当局は当日市内にいた妊婦に妊娠中絶を勧告している3)。ベトナム戦争で

は、戦争遂行の障害となるジャングルを一掃するために大量の枯葉剤が散布されたが、これ

はベトナム国内に重度のダイオキシン汚染をもたらす結果となった。米軍のベトナム帰還兵

にも各種の健康障害が生じていることが報告されている。

多くの化学物質は分解されずに環境中に長期間残存し、生態系に極めて有害な影響を及ぼ

している。このような事実にもかかわらず規制の対象とならない化学物質は現在も自然環境

中に放出され続けている。これらの化学物質は、大気・水・土壌を媒体として一国の管轄権

の及ばない地域や化学物質を全く使用していない遠隔地にまで拡散する。 1980年代より化学

物質による環境汚染に対処するため国連環境計画(UNEP)や国連食糧農業機関(FAO)、経

済協力開発機構(OECD)などが中心となって様々な国際規模での取り組みを進めてきた。そ

の中でもUNEPとFAOの協力により1998年に条約が成立した「事前通報承認」 (Prior

Informed Consent,以下PIC)やOECDが1996年に全加盟国に発信した「環境汚染物資排

1)日本では、 1972年に行政指導でPCBの生産・販売の中止、回収が指示された。 2年後には法律で製造・輸入・使用
が禁止されている1999年になって、厚生省は、全国の事業所で保管されたままになっているPCB対策として、初
の専用処理施設の設置を促す方針を発表した(「PCB処理に専用施設」 『朝日新聞』、 1999年8月18日)0
2) 「レ-チェIV・カーソン　農薬に警告・沈黙の春」 『朝日新聞』 1998年2月22日0
3) 「ユーゴで深刻汚染　安全基準の1万倍」 『東京新聞』 (夕刊) 1999年7月7日o
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出・移動登録」 (Pollutant Release and Transfer Register、以下PRTR)は、国際的な化学

物資規制のための新しい政策手法であるといえる。本稿は、 PIC条約、残留性有機汚染物質

(Persistent Organic Pollutants,以下POPs)条約化交渉、 PRTRによる国内化学物質規制

の成立過程を考察することにより、これら3つの関連規制に導入された新しい管理手法の社

会的意義を考えるものである。

I.従来型規制の問題点と新しい管理手法

1972年のストックホルム会議を境に有害物質や廃棄物に対する数々の規制が国際法の中に

盛り込まれてきた。 「船舶による汚染の防止のための国際条約」 (1973年)や国連海洋法(1982

午)は、船舶からの有害物質の排出や陸にある汚染発生源からの海洋環境汚染の防止を呼び

かけ、 「ロンドン海洋投棄条約」 (1972年)は、有機ハロゲン化合物、水銀及び水銀化合物な

どの廃棄物の海洋投棄を禁止した(附属書D。 1989年には、有害廃棄物及び他の廃棄物の越

境移動・処分を規制する「バーゼル条約」が作成された。 OECDは、 「PCB類の規制による

環境の保護に関する理事会決定」 (1973年) 、 「化学物質の公式データ交換に関する理事会勧告」

(1983年)、 「禁止され又は厳しく制限された化学物質の輸出についての情報交換に関する理

事会勧告」 (1984年)、 「ポリ塩化ビフェニール類の規制による環境保護対策の強化に関する哩

事会決定・勧告」 (1987年)などを出している。また、日本国内でも製造・使用に関しては「化

学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」、 「農薬取締法」、排出・廃棄に関しては「大気

汚染防止法」、 「水質汚濁防止法」、 「一般廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの法令に

より厳格な汚染規制が施行されてきた。

しかし、従来型規制に対しては様々な問題が指摘されている。例えば、化学物質の個別規

制がそれである。個別規制とは、急性影響をベースとした中毒症の観点から、動物実験によ

って得られた毒性・残留性数値結果を基に、人体にも危険であると推定された物質のみを個

別に規制するやり方である。個別規制は、 1970年代に多くの先進国で社会問題となった古典

的な公害問題対策に大いに活用された。しかし、昨今抜本的な対策を迫られているダイオキ

シン汚染などは従来の個別規制では対処できない。ダイオキシンはゴミの焼却過程で生成さ

れる「非意図的」生成物であるため「化学物質の審査及び製造の規制に関する法律」、いわゆ

る化審法の規制対象に含まれない4)。これらの規制対象外の有害化学物質が水環境中に浸透

した場合、浄水過程で除去されないと飲み水となり直接人体を汚染する。また、水環境中で

は微量であっても、食物連鎖を通して生物濃縮されるため化学物資の影響は飛躍的に増大し

4) 「化学物質の審査及び製造の規制に関する法律」 (昭和48年10月公布、平成5年11月改正)0
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遺伝子の損傷や発癌メカニズムを誘発する5)。従来型規制の第二の問題点は、汚染の摘発には

特定の環境経路を経由して人の健康に影響を与えるという因果関係の立証が不可欠なことで

ある6)。第三点は、科学的に有害であると証明された物質の排出濃度等を行政のみが検査・把

握することにおける限界である。第四点としては、自由な経済活動を保障することと化学物

資の使用を厳しく制約することは相容れず、そのため未然防止のための対策が進まないこと

などが挙げられる。

地球規模では、先進工業国において禁止され又は厳しく制限された化学物質が、その使用

や管理に関する十分な情報や技能を持たない国々(特に、途上国)に出荷され、輸入国内で

環境被害を発生させたり、大気・海流を通して拡散し地球全体の生態系を破壊している。し

かし、地球全体の生態系への影響という視点を取り入れた包括的化学物資管理はまだ始まっ

たばかりである。有害な化学物質を地球規模で管理していくためには、各国間の法的あるい

は経済的格差を補完するような政策が必要となる。この間題に対処するために考案されたの

がPIC, PRTR, POPsなどに導入された情報交換メカニズムといえる。例えばPICは、国家

間の有害化学物質に関する情報交換を促し、 「時期を得た賢明な」化学物質利用を地球規模で

拡大することを目指している。 1996年にOECDによって発信されたPRTRは、環境を経由

して人体に悪影響を生ずるか否かの因果関係が科学的に立証されているか否かを問わず、有

害な化学物資の環境中への排出量や移動量に関するデータを生産・使用者側が自主的に作成・

公開し、行政・企業・市民の三者の協力によって化学物質によるリスク管理を行うものであ

る。すなわちアウトプット(排出)規制ではなくインプット(製造あるいは輸入)の段階で

の化学物質管理を目指すものである。これらは、複数の有害化学物質による複合作用や長期

微量曝露による人体への慢性的影響を視野にいれ、情報交換のメカニズムを活用した国際的

な化学物質管理手法であるといえる。

2.新政策形成の経緯

70年代及び80年代にUNEP管理理事会によって採択された化学物質に関する数々の理事

会決議は、工業国で禁止あるいは厳しく制限された製品が発展途上国に投棄されることを規

制しようとするものであった。 UNEPは、 1976年に「国際有害化学物質制度」 (IRPTC)を

採用することにより新しい化学物質対策を打ち出しているIRPTCとは、成立当初、化学物

質による被害に関する情報を収集し一般に公開するための制度であったが、次第に、輸出国

5)高井明徳「水環境汚染と発がん性」平成11年11月15日に大阪府立文化情報センターで開催された「公開講座フェス
ダ99」での報告資料に基づく。

6)井形明弘「PRTR法に期待する」 『かんきょう』 1999年10月号、 619頁o
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内において禁止あるいは未踏rJされた化学物質に関する情報を提供することに重点が置かれる

ようになった　1984年にはUNEP管理理事会により「禁止され及び厳しく制限された化学

物質の暫定的通告制度」が採択された。これは、化学物質を禁止あるいは厳しく制限した加

盟国により作成された「規制措置」 (control actions)に関する情報を編集・管理し公開する

もので、編集・管理業務がIRPTCに委託された。この制度は、各国の規制措置を国際的に公

開する情報管理システムの先駆けとなった　1984年の制度は、第14回UNEP管理理事会

(1987年)により「国際貿易における化学品の情報交換に関するロンドン・ガイドライン」

に置き換えられた。ロンドン・ガイドラインは、科学、技術、経済、法律上の情報交換を通

じて化学物質の健全な管理を目指すものである9)。ガイドライン採択の際、途上国や環境

NGOがPIC制度の導入を主張したが、この時点では要求は受け入れられなかった。

同じ頃、 FAO第88回理事会(1985年11月)は「農薬の流通及び使用に関する国際行動基準」

(コード・オブ・コングクト)を採択している。コード・オブ・コングクトは、農薬の販売

及び使用に関してのガイドラインを示すもので、農薬の流通及び使用に関する産業界や政府

の責任を明らかにした10)。また、国際労働機構(ILO)は、 1990年に「職場における化学物質

の使用の安全に関する条約及び勧告」11)を採択している。この条約は、輸出国間で安全性と健

康の観点から禁止された有害化学物質に関する情報を交換することにより、有害物質を含む

大規模災害の防止及び大規模災害の危険や影響を最小限に止めることを目的としたものであ

る12)

OECDは、 1996年に事業者の報告などに基づき化学物質の排出量又は移動量のデータを収

集・整理し、広く一般に公開することにより化学物質管理や環境リスク削減に役立てること

を目指した「PRTRの実施に係る管理理事会勧告」を全加盟国に発信した13)。これ以前に、

いくつかの先進国はPRTR制度を既に導入していた。オランダ政府は1974年に「排出目録制

皮(EIS)」を開始し、 1997年にEISにおける報告を一部義務化し「環境管理法」を改正した。

EISは約170化学物質を対象とし、その加工データの公表及び個別データの閲覧を義務付け

7)原鳴洋平「国際環境協力と国連環境計画(UNEP)」 『国際開発研究フォーラム』 6, 1996年。

David G. Victor, "Learning by Doing" in the Nonbinding International Regime to Manage Trade in

Hazardous Chemicals and Pesticides" , The Implementation and Effectiveness of International Environmental

Commitments, ed. by David G. Victor, Kal Raustiala, and Eugene B. Skolnikoff. Cambridge, Massa-

chusetts and London, England : The MIT Press. 1998, p.233.

9) "London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade", (Amended

1989) , United Nations Environmental Programme, May 1989.

10) "International Code of Conduct on也e Distribution and Use of Pesticides" , Food and Agriculture Organiza-

tion of the United Nations, Rome, 1990.

ll)国際労働機構第77回理事会(1990年6月6日)採択、 1993年11月4日発効。
12) "C 170 Chemicals Convention, 1990 , " the ILO's database on International Labour Standards.

13) "Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRS)-A Tool for Environmental Policy and Sustainable

Development-Guidance Manual for Governments, " Organisation for Economic Co-operation and Develop-

ment, Pans, 1996.
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ている14)米国は、 「地域住民の知る権利法」を基に1986年に「有害物質排出目録(TRI)刺

度」を発足させている。対象物質は約600で、個別のデ-タや集計データは全面的に公開され

るo米国の環境NGOは、このデータを判り安い形に加工し、インターネット上で無料で公

開している15)カナダは米国のTRIをモデルに1993年に「全国汚染物質排出目録(NPRI)」

制度を開始している。対象は約180物質とされ、規制当局の汚染対策の優先付けや管理計画へ

の活用に加え、事業者の自主的排出削減の促進、地域住民の意思決定過程への参加を促すこ

となどが目標とされた16)。英国は、 1986年に自主的輸出通報制度を公布し、 ECは、共同体の

中で禁止あるいは厳しく制限された21の化学物質の輸出通報を1989年6月から始めている。

3. PIC制度

311成立の経緯

コ-ド・オブ・コングクトは第25回FAO総会(1989年11月)で改正が行われ、ロンドン・

ガイドラインは第15回UNEP管理理事会(1989年5月)で改正されたが、改正の際共に情報

交換促進のための事前承認(PIC)制度が導入された　PIC制度とは、先に述べたように禁止

され又は厳しく制限された化学物質や農薬の将来の輸入を望むか否かに関する輸入国の決定

を正式に得て、それを普及するための制度である17)改正ロンドン・ガイドラインと改正コ

ード・オブ・コンダクトに使用されているPICの定義は同じであるが、 FAOは農薬だけを取

り扱い18)、 UNEPは化学品全般に適用される　PIC制度は、公共利益団体とUNEPの持続

的な推進活動によって成立したといえる20) PIC制度を含むコード・オブ・コングクト原案

作成に当ったのは環境NGO 「OXFAM」であった。公共利益団体や発展途上国はPIC制度

の導入を早い時期から強く希望していたが、 1980年から1987年の間は目標を達成できなかっ

た。その理由は、途上国連合がまだ十分に組織化されていなかったこと、及び、化学物質や

農薬輸出国及び産業界などの強力な反対勢力が「輸出通報」21)で十分であると主張したこと

14)梶山世三「有害物質とリスク管理一化学物質の法的管理とPRTR-」、 1999年10月16日に地球環境と大気汚染を考
える全国市民会議(CASA)主催で行われた第5回市民講座発表資料に基づく。

15)水口剛「市民によるPRTR情報の活用と課題」 『水環境学会誌』 Vol. 22 No. 10, 1999。
16) Canadian presentation to OECD Workshop, 24-26 January 1994.
17) UNEP執行理事会決定15/30.第1部第1条(ォ)(h)0
18) Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides, Art. 1(1).

19) London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade, Art. 1 (a).

20)米国の環境NGOに関しては、黒坂三和子「地球環境問題とNGOの役割」 『環境法研究』 19号、 1991年、及び黒坂
三和子「米国の環境政策をつき動かすNGOの様々な活動」 『環境法研究』 20号、 1992年を参照のこと。
21) OECDは、非加盟国を最終日的地とする有害廃棄物の移動を当該国の同意と通過国に対する計画された移動の「事
前通告」がない場合には禁止するという「OECD地域からの有害廃棄物の輸出に関する理事会決定勧告」 〔C(86)64
(Final)〕を1986年6月5日に加盟国に発信している。また、輸出通報は、米国など先進数ヶ国で既に採用されてい
た。
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にある。しかし、 1987年頃になると途上国連合の組織化が整ったため反対勢力はPIC阻止運

動に要する過大なコストを避け、自らの利益をPIC制度の中にいかに反映させるかに戦略転

換を図るようになった。

1987年のロンドン・ガイドライン改正の際にも、環境NGOのグリ-ンピースや農薬行動

ネットワーク(Pesticides Action Network : PAN)が途上国の連合形成を強く支援してい

る22)途上国連合は、 FAO会議にもコード・オブ・コングクトにPIC制度を含めることを強

く働きかけた23)。環境NGOや途上国連合のロビー活動が功を奏し、第15回UNEP管理理事

会(1989年5月)はPIC制度を取り入れた形でロンドン・ガイドラインを改正し、コード・

オブ・コンダクトも、 UNEPとFAOで組織されたワ-キング・グループでの議論の末、輸出

通報とPIC制度が調和する形で1989年11月に改正された。

3-2　制度の概要

改正ロンドン・ガイドラインに導入されたPIC制度の実施手順は以下の通りである。まず

各国は行政機能を遂行する権限を有する自国の政府当局(Designated National Authority、

以下DNA)を指定する　DNAは、 PIC制度に含まれる化学物質の国内規制措置・輸入・輸

出等の情報交換及び決定を行う(第5条3項)。 DNAは、禁止又は厳しく制限する規制措置

が講じられた化学物質について国際有害化学物質登録制度(International Register of Po-

tentially Toxic Chemicals、以下IRPTC)に通知する(第6条(a))。情報収集機関である

IRPTCは、 DNAs問の情報伝達を調整し、関係する他の国際機関と連絡を保つ役目を担

う。世界貿易機関(WTO)、 FAO, UNEP及び国内の殺虫剤登録局の代表者で構成される

IRPTC内の専門家グループは、リストの中から10カ国以上の国によって「禁止され又は厳し

く制限されたすべての化学物質」を特定L PIC決定案内書類(Decision Guidance Docu-

ment,以下DGD)を作成する　PIC-DGDは、ガイドラインに加入する全てのDNAsに

配布される(附属書II、 1条(bゆ)。輸入国のDNAsは、 PICリストに掲載されている化学

物質を将来輸入許可するのかあるいは禁止するのか、輸入するのであればいかなる条件下

で輸入を許可するのかを他のDNAsに通告する「輸入国回答」 (Importing Country Re-

sponses)を事務局に送る(第7条3項)。化学物質輸出国は、事務局によって伝達された他の

加盟国DNAsによる「輸入国回答」に従い自国の輸出を規制する。

多くの化学物資や農薬はその有用性が認められていることや代替品が開発されていなかっ

たり高価であるため継続して使用を希望する国も多く、一律規制は困難である.一方、 PIC

22) David G. Victor, 1998, p. 234-6.

23)例えば、セネガルはロンドン・ガイドラインの改正を要求する決議案をワーキンググループに提出している。
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制度は化学物質の国際的出荷にあたり必要な情報を事前に輸入国側に提供することにより、

輸入国内での適正な使用・管理を促すことを可能とするものである。すなわち、最初の化学

物質規制措置リストを作成するのは各締約国であることから、地球環境問題で再三論争の的

となってきた「開発の権利」に抵触することもなくより民主的な手続きを通して「禁止ある

いは厳しく制限された化学物質」が特定できるo加盟国は、 PIODGDs及び通報への回答を

参考に化学物質の輸出入の決定を行い自国内での化学物質管理を執行するわけで、決定の主

体は常に加盟国側にあるoまたこの情報伝達により、国内の化学物質管理に対する行政当局

の認識を高め国家の「環境を保護する責任」の遂行が促進されると考える。

3-3　PIC制度の条約化

PIC制度はUNEPによるロンドン・ガイドラインやFAOのコード・オブ・コンタクトに

おいて自主的に進められていたが、第16回UNEP管理理事会(1991年5月)で改正ロンドン・

ガイドラインの法的基盤を強イけるため専門家会合の召集が執行部に要請され、第18回

UNEP管理理事会(1995年5月)でPICの条約化が決定された24)これを受けUNEP,FAO

主催の下5回の政府間交渉が行われ、 1998年9月10日に「国際貿易における特定有害化学物

質及び農薬の事前の通報に基づく同意のための手続きに関するロッテルダム条約」 (以下、

PIC条約)が採択された25)。

PIC条約は、複数の締約国において「使用を禁止又は厳しく規制された」化学物質や極め

て有害な駆除製剤を一定の手続きに従って条約の附属書に掲載し、締約国は自国の輸出業者

が他の締約国の当該化学物質の輸入に係る決定に従うことを確保すること、締約国間で有害

な化学物質等に関する情報交換を促進することなどを規定している。条約対象物質は、駆除

剤、極めて有害な駆除用製剤、及び産業用化学物質の3種類であり(表-1)、廃棄物や放射

性物資などは条約の対象外となった(第3条)。このPIC条約は、 UNEPとFAOによって

別々に管理されていた化学物質と農薬を統合して管理する法的拘束力を持つ国際合意である。

化学物質の附属書への掲載については、化学物質審査委員会(Chemical Review Committee)

で決定案内文書案が作成され、締約国会議でPIC対象物質とするかどうかを決定する(第5

条及び第7条)o締約国が自国内で禁止又は厳しく規制した化学物質を輸出する場合には、輸

出通報を輸入国に対して行い、輸出化学物質の危険性、有害性に関する情報を記載したラベ

ルを添付することが義務付けられた(第12条及び第13条)0 1999年8月の時点で66カ国がPIC

24)第18回UNEP管理理事会決議18/12。

25) `'Final Act of the Conference of Plenipotentiaries on the Convention on the Prior Informed Consent Procedure

for Certain Hazardous Chemical and Pesticides in International Trade", UNEP/FAO/PIC,/CONF/5 ; 17
September 1998.
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(義-1) P I C条約対象化学物質

分　　類　　　　　　　　　　　　　　　　　　化　学　物　質

駆除剤

2, 4, 5-T,アルドリン.カブタホ-ル.クロルデン,クロルジメホルム.クロルベ

ンジレート　DDT,ディルドリン.ジノゼブ及びジノゼブ塩. 1, 2-ジプロモエタン

(EDB).フルオロアセタミド. HCH (異性体混合物).ヘブタクロル,ヘキサクロロ

ベンゼン.リンデン.水銀化合物,無機水銀化合物,アルキル水銀化合物,アルキルオ

キシァルキル及びアリル水銀化合物を含む,ペンタクロルフェノール

極めて有害な　モノクロトホス.メタミドホス.ホスファミドン.メチルパラチオン.パラチオン

駆除用製剤

産業用

クロシドライト.ポリ臭化ビフェニル. 6臭化ビフェニル. 8臭化ビフェニル, 10臭化

ビフェニル.ポリ塩化ビフェニル.ポリ塩化テルフェニル.トリス(2, 3-ジプロモプ

ロピル).フオスファ-卜

「ロッテルダム条約」附属書Ⅲより作成。

条約に署名している26)

4.国内における化学物質管理-PRTR

OECDが1996年2月に全加盟国に発信したPRTRは、有害な化学物質の環境中への排出

量や移動量に関する分類及び目録である27)。目録には大気、水、土壌及び処理施設や最終処

分場に搬入された廃棄物量に関する情報が含まれる。さらに、揮発性有機化合物、温暖化ガ

ス、重金属のような総合的なもの及びベンゼン、メタン、水銀といった個別の物質に関する

報告も含む(第1章)。 PRTRは、 「環境問題はすべての市民が参加することにより最も適切

に扱われる」28)との認識に基づき各個人が、有害物質や地域社会における活動の情報を含め

公共機関が所有している環境関連情報を入手し、意思決定過程に参加できる社会の実現を目

指すものである。米国、カナダ、オランダ、イギリス、フランス、ノルウェ-などでは既に

実施されており、日本では1999年11月に「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管

理の改善の促進に関する法律」 (いわゆるPRTR法)が公布された。

PRTR実施に際しては、行政が事業者の報告などに基づき化学物質の排出量又は移動量の

データを収集し、目録を作成し、これを広く一般に公表するという手順をとる。 PRTRの実

施により行政、事業者、国民の三主体はそれぞれに何らかの恩恵に浴する。行政は汚染物質

の排出・移動に関する情報を継続的に把握することにより効率的な有害化学物資管理の優先

順位を決定することができる。また、これまでの指令管理(Command andControl)による

26) 「環境ニューズレター・世界の動き」 『かんきょう』 1999年10月号、 21貢。

27) OECD/GD(96)32, February 1996.

28) 『環境と開発に関するリオ宣言』原則10。
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規制は、個別の化学物質の排出・管理状況の把握、違反者に対する罰則適用等に多大な経費

を要してきたが、 PRTRは事業者の自主的報告に依拠するため行政コストを大幅に削減する

ことができる。通報が制度化されることにより事業者側の管理システムの強化も期待される。

管理システムの強化は、リスク管理の強化、環境への負荷の削減、事業所内での環境被害の

予防、効率性の上昇によるコスト削減に役立つ。また、化学物質の危険に関して市民と意思

の疎通を図ることは、市民の事業者に対する信頼醸成に有用である。住民側は、排出・移動

デ-タを地域の化学物資管理やリスク状況の監視に役立てることができる0

5.残留性有機汚染物質(POPs)の条約化

5-1 POPsとは何か

一般にPOPsと総称される化学物質は、農薬や工場原料として使用されたり、ごみ焼却な

どにより非意図的に生成される一連の有機化合物である。これらの有機化合物は、地下水や

土中への浸透、あるいは蒸発などにより環境中に放出され、その後堆積・蒸発の反復過程を

繰り返しながら地球全体に拡散する(グラスホッパー効果)。現在、化学物質を全く使用して

いない北極や南極付近でも化学物質汚染が確認されているが、このような極地の汚染は中緯

度付近における活発な人間の活動により発生したPOPsが気体状態で大気流によって運ば

れ、高緯度地帯上空で冷却・凝縮し落下する、いわゆる「コールドトラップ」といわれる現

象によってもたらされるものである29)

(表-2) POPs条約対象12物質

グループ　　　　　　　物質名　　　　　　　　　　　　　　用　途

第1グループ　　　アルドリン

(農薬)　　　rクロルテン
]

DDT.ミ0、

ディルドリン

エンドリン

へブタクロル

マイレックス

トキサフェン

1

殺虫剤

殺虫剤

殺虫剤

殺虫剤

殺虫剤

殺虫剤

殺虫剤

殺虫剤

第2グループ　　ヘキサクロロベンゼン　　　　殺菌凱有機合成原札(非意図的生成物質とし

(工業用化学品)　　　　　　　　　　　　　　ても発生)

ポリ塩化ビフェニル(PCBs)3-'熱媒体,ノンカーボン紙,電気製品

第3グループ　Eダイオキシン一二'　　　ゴミ等の焼却により発生する非意図的生成物質
(非意図的生産物) -フラン　　　　　　　　　ゴミ等の焼却により発生する非意図的生成物質
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POPsは、強い毒性を持ち、生態系や人体に有害な影響を及ぼす。自然環境中に長期間残留

し、その過程で動物による食物連鎖を通じ生物体内に高濃度に蓄積する(生物濃縮,33)-魚類、

捕食性鳥類、晴乳類及び人間は、食物連鎖の上位に位置するため最高濃度の汚染物質を体内

に蓄積することになる　POPsが体内に蓄積されると、癌、神経障害、生殖障害34)、免疫異常

などを引き起こす35)例えばPCBを摂取すると、目やにの異常増加、メラニン色素沈着によ

る皮膚や粘膜の異化、爪の変形、全身の倦怠感、食欲減退、頭痛、噛吐などの症状が現れる。

POPsは、体内に蓄積されて上記の健康被害をもたらすだけでなく妊婦の胎盤を通じて胎児

に移行し、また出生後も母乳を介して新生児に移行する36)。台湾の油症ケースにおいては、

事件発生後被害者から出生した子供に発達障害および行動障害が見とめられた。その他にも

ミシガン湖から漁獲されたPCB汚染魚を大量に食べた母親から生まれた子供たちに短期的

記憶機能の障害が見られたことなどが報告されている　　POPsは、 「内分泌撹乱化学物質」

としても認識されており、その側面からも問題視されている38)最近「環境ホルモン」の一

種として注目されているトリブチルスズ(TBT)などの有機スズ化合物は、巻き貝のイボこ

シの雌を雄化するなどの強い内分泌撹乱作用をもつ39) TBTはPOPs 12物資の中には含ま

29)田宮秀明『ダイオキシンj岩波新書、 1999年、 110-1貢0
30) DDTの殺虫効果は第二次大戦が始まった1939年、スイスの化学者パウ)¥-ミュラーによって発見されたo大戦中は、
兵士や一般民がマラリア、発疹チフスなどに躍るのを防ぐため広く使用されたO戦後も、害虫から作物を守るため
継続して使用されていたO　マラリアが多発する地域では蚊の防虫剤として現在も引き続き使用されているo散布さ

れた後、その約50%もの量が10-15年もの間、土壌に化学的に安定した状態で残留する。
31)ドイツのシュミット氏とシュルツ氏によって1881年に合成法が開発されたPCB (ポリ塩化ビフェニール)は、物理
化学的安定性や電気絶縁性がきわめてすぐれていることから、 1930年ごろから使用量が増加していった。用途は、
①トランスやコンデンサの電気絶縁油、 ②食品、製紙、薬品などの製造行程における熱媒体、 ③電線やケーブル被

覆の絶縁剤、 ④各種合成樹脂の難燃剤、 (9塗料の難燃剤、 (砂印刷インクやノンカーボン紙の溶媒、 ⑦各種機械の潤
滑油など非常に幅広い。
32)一般にダイオキシン類と呼ばれる化学物質は、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)とポリ塩化ジベンゾ-パラージオキ
シン(PCDD)、及びダイオキシン類似化合物のコプラナ-ポリ塩化ビフェニール(コプラナ- PCB)からなる三種
類の有機塩素化合物郡を指す。ダイオキシン類は意図して製造・使用される化学物質ではないが、他の化学物質の
製造や燃焼などにともなって生成される。日本では、ダイオキシン類排出の9割以上がごみ焼却の燃焼過程等で非

意図的に生成される。また、製紙・パルプ工場で紙を漂白するときに塩素を用いると、紙の原料中の有機物と反応
してダイオキシンが発生するといわれている　PCDDは、世界中で木材防腐剤、除草剤、殺菌剤として多量に使わ
れている五塩化フェノールの製造過程で副生物として生成されるo　あるタイプは、 10年から12年残存すると考えら
れている。

33) "Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities".
UNEP (OCA)/LBA/IG.2/7, 5 December 1995.
34) PCBやDDTなどへの曝露によって精子形成障害や精子数が減少したことが報告されており、動物実験では低用
量で椅子数の減少、精子形成阻害が起こることが確認されている(『環境保全型農業研究連絡会ニュース』 No. 81,
1998年5月20日o森EEl昌敏、前掲論文参照)0

35) "Information Kit Montreal 1998: First Session of the Inter一governmental Negotiating Committee-Persistent

Organic Pollutants" 29 June to 3 July 1998- Montreal, Canada. United Nations Environmental Programme.
36) 「ダイオキシンの耐容一日摂取量(TDI)について」 『環境庁中央環境審議会環境保健部会、厚生省生活環境審議会、
食品衛生調査会　報告書概要』環境庁、平成11年6月。 「母乳濃度、許容量の7倍　20年前は今の2倍　ダイオキシ
ン調査」 F朝日新聞』、 1998年4月8日0

37)田宮秀明　前掲書、 206-10頁。

38)日本では現在、 67種類が内分泌撹乱化学物質として指定されており、 POPs 12物質はすべてこの中に含まれている0
39) TBTは、付着生物への毒性を利用し船底や魚網に貝などがつくのを防ぐ塗料として使われてきたわけだが、その
後、極めて低濃度の汚染でもイボニシなどの巻き貝の雌にペニスを形成することが報告された。日本では、 1988年
から化学物質審査規制法に基づく規制が始まり、 TBTの一種のトリブテルスズオキシドは原則として製造・使用が














